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菅
前
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
年
五
月
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
共

催
で
我
が
国
に
お
い
て
原
子
力
安
全
に
関
す
る
国
際
会
議
を
明
年
に
開
催
す
る
こ

と
を
表
明
し
た
。 

 

今
般
の
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
お
い
て
、
世
界
各
国
か
ら
多

様
な
支
援
を
受
け
、
か
つ
、
結
果
と
し
て
世
界
各
国
に
多
大
な
心
配
を
か
け
た
我
が

国
と
し
て
、
そ
の
教
訓
を
世
界
に
提
供
す
る
こ
と
は
国
際
的
責
務
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
被
災
地
で
あ
る
福
島
県
に
と
っ
て
も
、
同
国
際
会
議
の
開
催
を
地
元
の
復

興
に
と
っ
て
何
ら
か
の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
（
里
程
標
）
と
し
て
い
き
た
い
と
の
期
待

も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
早
期
に
明
確
化
を
求
め
る
声
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

 

一 

同
国
際
会
議
の
開
催
時
期
は
明
年
十
二
月
初
旬
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
事
実

関
係
如
何
。
そ
の
開
催
期
間
及
び
参
加
国
・
参
加
人
数
は
ど
の
程
度
を
見
込
ん
で
い

る
の
か
。 

 

二 

同
国
際
会
議
に
よ
り
、
被
災
地
で
あ
る
福
島
県
に
何
ら
か
の
形
で
裨
益
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
ま
た
、

同
国
際
会
議
は
福
島
県
で
開
催
し
な
い
の
か
。 

  

三 

同
国
際
会
議
を
単
に
政
府
の
行
事
と
す
る
の
で
は
な
く
、
被
災
者
一
人
一
人
に

と
っ
て
も
「
復
興
の
里
程
標
」
と
し
て
い
く
た
め
に
、
同
国
際
会
議
に
福
島
県
民
の

考
え
を
反
映
で
き
る
よ
う
、
政
府
と
し
て
配
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

          

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問
題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十
分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は
な

い
」、
「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
事
務
所
を
郵
便
物
の

受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に
約
何
件
、

七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当
す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た
る
事

務 所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金
規
正
法

の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

            

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 

我
が
国
は
、
原
子
力
安
全
に
関
す
る
国
際
会
議
を
、
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
」

と
い
う
。
）
と
共
催
し
、
来
年
後
半
に
我
が
国
に
お
い
て
開
く
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体 

的

な
開
催
時
期
、
開
催
期
間
、
開
催
地
、
参
加
国
、
参
加
人
数
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
等
と
も
相
談
し
つ
つ
今
後
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
開
催
地
を
始
め
と
す 

る
会
議
の
詳
細
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及

び
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
被
災
者
の
希
望
も
踏
ま
え
つ
つ
、
被
災
地
に
裨
益
す
る 

取
組
と
な
る
よ
う
努
め
る
考
え
で
あ
る
。 

政 

府 

回 

答 
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四 

私
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
当
時
の

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
次
回
の
核
兵
器
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
運
用
検
討

会
議
が
開
催
さ
れ
る 

二
〇
一
五
年
に
、
広
島
県
及
び
長
崎
県
に
お
い
て
核
廃
絶
サ

ミ
ッ
ト
を
開
催
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
鳩
山
元
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、「
大
変
私
は

こ
れ
は
真
剣
に
受
け
止
め
る
べ
き
御
指
摘
を 

い
た
だ
い
た
と
理
解
を
し
て
お
り
ま

し
て
、
ま
ず
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
で
前
向
き
な
合
意
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
各

国
と
協
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
回
答 

を
得
て
い
る
。

核
兵
器
不
拡
散
条
約
が
核
軍
縮
、
核
不
拡
散
及
び
原
子
力
の
平
和
利
用
の
三
本
柱
と

な
っ
て
い
る
こ
と
及
び
今
般
の
原
子
力
発
電
所
事
故
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
五
年
の
核

兵
器 

不
拡
散
条
約
運
用
検
討
会
議
に
際
し
て
、
核
軍
縮
、
原
子
力
の
平
和
利
用
な

ど
に
つ
い
て
世
界
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、
被
災
地
で
あ
る
福
島
県
の
皆
様
に
と
っ

て
も
次
の
「
復
興
の
里
程 

標
」
と
な
る
べ
き
国
際
会
議
を
我
が
国
（
広
島
県
、
長

崎
県
及
び
福
島
県
）
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
今
般
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
原
子

力
の
安
全
性
に
関
す
る
国
際
貢
献
を
宣
言
し
た
野 

田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

 

四
に
つ
い
て 

 

二
千
十
五
年
（
平
成
二
十
七
年
）
に
開
催
さ
れ
る
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
昭

和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
の
運
用
検
討
会
議
に
向
け
て
、
同
会
議
に
お
け
る
議
論
を
促

進
さ
せ
る
よ
う
な
国
際
会
議
を
我
が
国
で
行
う
こ
と
は
、
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

な
お
、
原
子
力
安
全
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お

り
、
我
が
国
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
共
催
に
よ
る
国
際
会
議
を
、
来
年
後
半
に
我
が
国
に
お
い

て
開
く
予
定
で
あ
る
。 

 
 

政 

府 

回 

答 


